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確定申告について

２ （水）～16

【確定申告相談日程】

・混雑を避けるため、上記日程にお越しください。
・必要書類がそろっていない場合、申告を受付できないことがあります。
・事業所得は、医療費などについては事前に計算をお願いします。

　次のいずれかに当てはまる人は、確定申告または住民

税申告が必要です ( どのような申告をする必要があるか

わからない場合は問合せください )。

□年収が２千万円を超える

□年金収入が 400 万円を超える

□前職や副業の給与収入が年末調整されていない

□事業収入 ( 農業・営業・不動産 ) がある ( 赤字含む )

□満期保険金や個人年金等の受け取りがある

□その他、給与・年金以外の収入がある

□医療費控除、雑損控除等を追加で受けようとする

□収入が遺族年金、障害年金等の非課税収入のみ ( ※ )

□無収入である ( ※ )

　( ※ ) に該当する人が申告をしないと所得証明等の発

行ができない、国民健康保険や介護保険等の各種制度に

おいて受けられるはずの軽減等が受けられなくなる、負

担額が高くなる等の影響があります。

□マイナンバーカード ( お持ちでない

場合マイナンバー通知カードと運転

免許証などの本人確認書類 )

□申告者の通帳 ( 還付申告の場合 )

□給与・年金所得の源泉徴収票

　( 複数枚ある場合はすべて )

□その他の所得 ( 事業、雑、一時所得

など ) の収入及び経費が確認できる

もの

□各種控除額が確認できるもの

　( 国民年金保険料・生命保険料・地

震保険料の控除証明書、障害者手帳、

寄附金の領収書など )

□医療費控除を受ける人は医療費明細

書 ( 事前集計 ) または医療費のお知

らせ ( 合わせて医療費、介護サービ

ス費などの領収書 )

確定申告に
　　　　必要なもの

確定申告受付について
□令和３年度確定申告会場

□受付時間

総合センター 1 階大集会室※ほのぼの「ひだまりホール」ではありません

午前 9 時～午後 4 時※最終日は午後 2 時まで

問合せ先　　ちえの森ちづ図書館　　☎７５－４１２３問合せ先　　役場税務住民課　　☎７５－４１１７

□対象者
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